
令和５年８月１日 
 
各 区 長 様 

 
三木市総務部市史編さん室  

 
 

『市史編さんだより』の回覧について（依頼） 
 
 
 盛暑の候、皆様には、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 平素は、本市の市史編さん事業に格別のご理解とご協力を賜り厚く

お礼申し上げます。 

 このたび、『市史編さんだより』第１４号を発行いたしました。 

つきましては、ご多用中とは存じますが、貴自治会の皆様でご回覧

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
        【お問い合わせ先】）  

総務部市史編さん室 担当：廣井、清原 

〒673-0432 兵庫県三木市上の丸町４番５号 

三木市立みき歴史資料館２階 市史編さん室 

電話(0794) 83-1120  Fax (0794) 83-1190 

E-Mail:shishihensan@city.miki.lg.jp 

（回覧枠） 

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

         

 











 

事  務  連  絡                                       

令和 5 年８月１日 

 

各 区 長 様 

 

                   三木市立総合隣保館長 

 

 

「隣保館だより」の回覧について(依頼) 

 

晩夏の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜

び申し上げます。 

日頃は、隣保館事業の推進につきまして格別のご理解ご協力を賜

り、厚くお礼申し上げます。 

さて、「隣保館だより」の全戸回覧について、お忙しいところお

手数をおかけしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 送 付 物  隣保館だより ８月号 

 

２ 送付部数  回覧部数分 

 

３ 連 絡 先  三木市志染町吉田８２３ 

         三木市立総合隣保館 

         ℡ ８２－８３８８ 担当：澤田・橘田 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦争の実態、体験者の声をつなぐ  
今から７８年前、１９４５(昭和２０)年６月２２日と７月３日深

夜から４日早朝にかけて、姫路市が二度の空襲に見舞われ、

壊滅的な被害を受けたことを皆さんはご存じですか。 

先月８日、三木市人権教育指導員と隣保館職員等２０名

は、視察研修で姫路市平和資料館を訪問しました。現在の美

しく整備された姫路市の街並みから「戦争」はみじんも感じら

れませんが、資料館の中へ一歩足を踏み入れると、戦時下の

人々の生活や空襲の被害状況など、多くの史料や画像・映像

が展示されていました。説明をしてくださった職員の方は、「体験者の語り部が少なくなる中、戦争を知らな

い私たちが次世代に戦争の事実を語り、つなぐことこそが平和を守る力になります。」と強調されました。 

その後、私たちは、資料館を見下ろす山上にそびえ立つ「太平洋戦全国戦災都市空爆死没者慰霊塔」

(写真)を訪れ、本土空爆により亡くなられ供養されている民間人５１万人余の方々に祈りを捧げました。 
 

思いをつたえる 

「差別をなくする輪をひろげよう」市民 

運動の中で小・中・特別支援学校の児童 

生徒とＰＴＡ 会員に、作文、標語、ポス 

ターを募集したところ、今年は特に、 

「戦争・平和」をテーマにした作品が数 

多く寄せられました。ロシアによるウク 

ライナ侵攻に心を痛め、平和を願い、戦 

争は最大の人権侵害だという、多くの市 

民の声が聞こえます。 
 

《人権ポスター、標語の入賞作品展示》 

８月１０日～１８日：市役所プロムナード 

８月２０日：文化会館大ホールホワイエ 
「市民じんけんの集い」会場内 

 

№505 ８月号 

 

「隣保館だより」は、さまざまな

人権課題に関するホットな情報や

人権啓発の取組を、毎月市民の皆

様に回覧等でお届けしています。 

カラー版「隣保館だより」は、三

木市のホームページ    
ｈｔｔｐs://www.city. 

miki.lg.jp/site/ 

sougourinpokan/ 

32614.html          

中学校の部 佳作  

別所中学校３年 

小西陽菜乃さんの作品 

「平和は笑顔から、戦争 

は最大の人権侵害」 

ともに参加する 
市民じんけんの集い 
8 月 20 日(日)13:15～ 
三木市文化会館大ホール 

第 2部 講演＆トーク 14:30～ 

 

☆広島の被爆体験者、近藤紘子さん
が、戦争を知らない三木市の大学生、
高校生のインタビューに答えます。 
 

多くの市民の皆さんに 

ご参加いただき、一人 

一人の心の中に平和の 

砦を築きましょう。 



（２５５） 

山本 この度は、藍綬褒章ご受章、まことにおめでとうご

ざいます。私は永塩さんとは家も近所で、子どもの

ころからよく存じ上げていますが、保護司のお仕事

については何もわからないので、教えてください。 

永塩 ありがとうございます。真紀さんもこの春からお仕

事変わったのですね。なんでもお聞きくださいね。 

山本 保護司とはどういったことをするのですか。 

永塩 私は平成12年から23年間務めています。保護司

の職務というのは、まず一つ目に、犯罪や非行によ

り、保護観察を受けることになった人の生活を見守

り、いろいろな相談に乗ったり指導したりします。

そして二つ目は、犯罪を予防するための地域活動で

すね。更生保護女性会という支援団体があって、犯

罪予防のための子育て支援活動もしています。そう

そう、真紀さんも小学校の先生だったから知ってい

らっしゃると思いますけど、三木市では不登校やい

じめ、問題行動など、子どもを取り巻く問題につい

て校区の民生児童委員や教員と協議する学校連絡会

もあります。これも大切な職務です。 

山本 そうですか。いろいろな活動があるのですね。で

は、一つ目の相談や指導ということについお聞きし            

 
ますが、保護観察の対象者が決まったら、はじめ 

にどんなことをされるのですか。 

永塩 まず、対象者の保護観察期間中、保護司が社会で

健全な生活ができるようにお手伝いをさせてもら

います。まずは経済力が必要なので、国が対象者

を受け入れる雇用主に補助金を出す協力雇用主制

度があって、その協力雇用主の企業や会社にかけ

あって就職先を見つけてあげます。でも、すでに

刑務所や施設の中のコレワーク（矯正就労支援情

報センター）で自分の就労先を見つけて出所して

くる人もいますけど。 

山本 そうですか。仕事を斡旋するのですね。 

永塩 はい。でも、出所しても帰るところがない人もい

ましてね。 

山本 えっ！どういうことですか？ 

永塩 保護者や親族の方が、その人を引き取ったら近所

から特別な目で見られるとか、差別されるとか、

いろんな問題が起こるといった理由で引き取るこ

とができないというお家もあります。 

山本 そんな場合はどうするのですか？ 

永塩 仕事が見つかるまで「更生保護施設」というとこ

ろで生活するという形になります。 

山本 更生保護施設ですか。初めてお聞きしましたが、

近くにあるのでしょうか？ 

永塩 三木市にはありませんが、神戸に１か所、姫路に

２か所ほどあります。それと家出をしたような形

になって家に帰れない人を、近くの人に個人的に

預かってもらったこともありました。 

山本 そんな方もおられるのですね。どんなケースか少

しお話しください。 

永塩 個人的なことはお話しできないので、例えばの話

としてお話ししますと、友達に「お茶しようか」

というような感じで誘われて、「ちょっとタバコ

吸おうか」といった感じで吸ったら、薬物です

ね。そうしているうちに、警察に見つかって、最

初のうちは子どもだから厳重注意だったのが、2

回、3回と回を重ねて、少年院送りという具合に

なって…。そういう子どもを、出所後に個人的に 

   預かってもらうというようなケースですね。 

インタビュー 
三木市吉川町にお住まいで、長年保護司

を務められた功績により、この春の叙勲で

藍綬
らんじゅ

褒 章
ほうしょう

を受章された永塩昌子さん（写

真右）に、保護司の役割やエピソードなど

をお伺いしました。 

インタビュアーは、人権推進課地域づく

り推進係長、山本真紀(写真左)です。 



山本 そういう若い人たちを支えておられるのですね。 

23年間で、いろいろな方を引き受けてこられた

と思いますが、やはり、うまくいかないことと

か、ご苦労とかあると思いますが。 

永塩 はい。再出発を支えるのが大切だと国のほうで推

進しているとはいえ、なかなか隅々 の地方までは

行き届かないのです。就職先の企業や会社にお願

いに行っても断られる場合がありますね。 

山本 そうなんですか。厳しい現実ですね。三木市には

協力雇用主の会社は多いのですか？ 

永塩 まだ2・3か所ですね。本当だったらもっとあれ

ばいいのですが…。私たちが活動して就職できる

ように企業にお願いして回らないといけないので

すが、頼みに行っても、「もしものことがあった

らいけないから」というふうに会社のほうで断ら

れたりします。「そんなことありませんから」と

説明してもなかなかいい返事をもらえません。本

人は更生したいという強い気持ちを持っているの

で、雇用していただいたらと思いますけどね。そ

れで、就職先が見つからなかったら、結局お金に

困って、またぞろ同じことの繰り返しで犯罪に手

を染めてしまう、そんなことがよくあって。真紀

さん、知っていますか。今、日本では刑法犯の検

挙者のうち、なんと５０％が再犯者なんですよ。 

山本 ５０％ですか！驚きの数字ですね。ところで永塩

さんは、なぜそんな大変な保護司という仕事をお

引き受けになったのですか。

 
永塩 それはね、私の家は建設業をしているのを知って

いるでしょう。建設業では、臨時雇いの人員を募

集するんです。昔、大阪の西成から人を集めてい

たんですが、その人たちの中には、前科のある人

もたくさんいましたので、そんな人たちを夫が月

２回保護司さんのところへ送って行ったり、また

連れて帰ってきたりしていました。そんな時に、

私の会社に来た若い子どもでしたが、ある保護司

さんがその子を一生懸命お世話されていました。 

その姿を見ていて、保護司という仕事はどんなこ

とをするのか、私も見ていたので知っていたんで

すね。それで吉川町の役場の人も、永塩さんなら

良くご存じだろうということで、ぜひ保護司をと

勧められましてね。私で役に立つのでしたらとい

うことで引き受けたんです。 

山本 最後に、保護司をやっていてよかったことはあり

ますか。 

永塩 そうですね。やはりなかなか就職先が決まらない

方がいて、１５年間ほどの間に、何回も刑務所を

出たり入ったりして。それで私もなんとかして、

協力雇用主さんに雇ってもらって、今、その人は

まじめに働いているんです。彼とは定期的に電話

やＬＩＮＥなどで指導というか連絡を取っている

んですけどね。 

山本 そういう遵守事項があるんですね。 

永塩 そうです。毎月２～３回面談します。各自に与え

られた遵守事項の確認や、近況報告を受けたり、

相談に乗ったりしています。それで、その彼とば

ったり吉川の山田錦まつりの時に出会って、「永

塩さん、元気にがんばっていますよ。」と言って

くれて。まあ、見たら横に彼女さんを連れてね。

その時はうれしかったですね。更生保護のお手伝

いができて良かったな、と感じさせられました。

ここまで来られたのは多くの皆様のご指導とご支

援のおかげと感謝しております。今後ともよろし

くお願いいたします。 

山本 ご苦労もある中、大切な活動をされていることが

よくわかりました。これからも保護司の皆さんと

共に、あたたかい声かけや心の通い合う地域づく

りを進めていきたいと思いました。永塩さんもま

すますお元気でご活躍ください。今日は本当にあ

りがとうございました。 



「子どもの人権１１０番」 
いじめ、体罰、児童虐待など、子どもをめぐ

る人権問題について、電話相談をお受けし

ています。 
 

８月２３日(水)～８月２９日(火) 
午前 8 時 30 分から午後 7 時。 

(土・日曜日は、午前 10 時から午後 5 時まで) 
 
《電話番号》 フリーダイヤル（全国共通・無料）  

 

０１２０－００７－１１０ 
※相談は無料、秘密は厳守します。 

《担当者》人権擁護委員、法務局職員 
 

《問い合わせ先》  

    神戸地方法務局明石支局総務課 
       ☎ ０７８－９１２－５５１１（代表） 

   
  
  

 

 

令和５年度三木市立総合隣保館 

☆行先  ① 岡山県 長島愛生園  

ハンセン病回復者療養施設 

       ② 海遊文化館（牛窓） 

          朝鮮通信使関連資料展示 
 

☆日時 令和 5 年１０月７日（土） 
８：００三木市役所北側玄関前集合 

         17:00 帰着予定 
 

☆申込締切 令和 5 年９月２５日（月） 

  電話または FAX でお申し込みください。 

電 話 ０７９４-８２-８３８８ 

FAX  0794-82-8658 
 

☆定員 ２０名 （定員を超えた場合は抽選） 

 

☆参加費 2,200 円 

日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 
１ 火 経営・職業相談（10:00～） 17 木  

２ 水  18 金 経営・職業相談（10:00～） 

３ 木  19 土  

４ 金 経営・職業相談（10:00～） 20 日 
市民じんけんの集い 
三木市文化会館（13:15～16:15） 

５ 土  21 月  

６ 日  22 火 経営・職業相談（10:00～） 

７ 月  23 水  

８ 火  24 木 手芸サークル（13:30～） 

９ 水  25 金 経営・職業相談（10:00～） 
1０ 木 手芸サークル（13:30～） 26 土 茶道教室（13:00～） 

1１ 金 山の日  27 日  

1２ 土 茶道教室（9:00～ 13:00～） 28 月 エアロビクス（14:30～15:30） 

1３ 日  
29 

 
火 

経営・職業相談（10:00～） 
14 月  

15 火 経営・職業相談（10:00～） 30 水  

16 水  31 木 
人権教育指導員研修会  
（13:30～ 17:00～） 



事 務 連 絡 

令和５(2023)年 8月１日 

 

各 区 長 様 

 

               三木市人権・同和教育協議会 

                会  長   鷲尾  孝司 

 

「三同教だより」の回覧について(依頼) 

 

 

盛夏の候、ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。  

日頃は、人権啓発の推進につきまして格別のご理解とご協力を賜

り、厚くお礼申しあげます。  

さて、「三同教だより」の全戸回覧について、お忙しいところお

手数をおかけしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

記 

 

１ 送 付 物   三同教だより NO.21 

 

２ 送付部数   回覧部数分 

 

３ 連 絡 先   三木市人権・同和教育協議会事務局 

         三木市市民生活部人権推進課(総合隣保館内) 

         三木市志染町吉田 823 

         TEL. 82-8388（担当：山本・前田） 

 

 

 

 



こんな大きな大会（全国大会）も近くで行われます。【視野の拡大を求めて】 

     全国の仲間と出会う機会にも・・・

日時  2023（令和５）年１１月２５日（土）～２６日（日） 
場所  アワーズホール（明石市中崎1丁目３－１） 他 

詳しくは三同教事務局（総合隣保館内）まで  電話８２－８３８８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

 
 

 

 

 

 

   

7月までに行われた研修会 

・兵庫県人権教育研究大会東播磨大会（７月開催） 
・同和教育セミナー（6月に3回開催） など、 

来年も行われます。 
 

 

 

 

 

 

三同教は、 人権尊重のまちづくりを市民のみなさんと進めています 

No.２１ 

202３（令和５）年８月 

三 木 市 人 権 ・ 同 和 教 育 協 議 会 

市や各地区の自治会、人権団体などにより、三木市の様々なところで人権教育啓発活動が行われ、人権研修の機会

が多くつくられています。インターネット上の差別やセクシュアリティ（性的少数者）の問題など、新たな人権問題に対応

し、人を大切にし、明るく安心して暮らせる社会づくりを推し進めるために、私たち一人一人が人権感覚を
アップデートしていきましょう。 

案

内 

「こころが洗われる ひとときを」  人権研修がいろいろなところで行われています！（今後の予定） 

市民じんけんの集い【作文朗読と講演】 

日時 8月２０日（日）1３：１５～ 

会場 三木市文化会館    裏面に詳細 

人権フォーラム 【市民発表】 

日時 １０月１７日（火） 

20日（金）・24日（火） 

全日1８：30開会 

会場 三木市立総合隣保館 ほか 

内容 語り・作文発表 など 

市民のみなさんが、自らの経験や思い
を発表されます。 

三同教研究大会 【実践交流】 

日時 １１月１８日（土）12：30～ 

会場 サンライフ三木、教育センター ほか 

※ 8つの分科会で、学校や行政、地域、企

業の取組事例の発表が行われます。 

  自分自身のアップデートになりますよ。 

 ぜひ、参加してください。 



各地区で住民学習会が始まっています。 
 6月後半から、各地区において住民学習リーダー・指導者研修会が行われ、それに続い

て、7月後半から各自治会において、今年度の住民学習会が行われています。 

住民学習会は、市民のみなさんにとって、一番身近なところで行われている人権学習会 

です。自治会役員や社会教育推進委員、人権教

育指導員の方々を中心に、有意義な学習会に

なるように取り組んでおられます。 

多くの地区では、兵庫県が作成している人 

権啓発 DVD を活用されることが多くなって 

います。今回のテーマは、今注目されている

「多様な性について」です。新たな課題を皆さ

んで考える機会にしませんか。 

 

市民じんけんの集い 

 日時 8月20日（日）１３：１５～１６：１５ 

 場所 三木市文化会館  

 【大ホール】  

 〈 第１部 〉オープニングセレモニー「三木高校吹奏楽部」 
       開会行事 
       「差別をなくする輪をひろげよう」市民運動作品 

優秀賞 表彰式＆作品発表 
 

 〈 第２部 〉講演＆トーク「人から人へ」～戦争のない世界を～ 
       講 師  被爆体験者 近藤紘子 さん 
       インタビューアー  市内高校生、大学生 
       ファシリテーター  井上直樹 さん 
        ※ 近藤さんの被爆体験のお話の後、若い人から質問をし 
         ていただき、答えていただく中で、皆さんと共に平和を考

え、つないでいくひとときになればと願っています。 

 【小ホール】  

  バリアフリー映画会 
ディズニーアニメ「ミラベルと魔法だらけの家」の上映 
 
 第 94回アカデミー賞(R)長編アニメーション作品受賞作品 
 

     家族みんなで楽しんでくださいね。 



（ 公 印 省 略 ） 

                  三 人 第 ７ ６ 号 

令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日 

 

各 区 長  様 

 

 

              市民生活部長  降松  俊基  

 

情報誌「こらぼーよ  第６５号２０２３・夏」について  

（依頼）  

 

残暑の候、貴職にはますますご清栄のこととお喜び申しあ

げます。  

日頃は、まちづくり地域活動の振興について、格別のご理

解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。  

さて、別添のとおり三木市男女共同参画センター情報誌

「こらぼーよ  第６５号２０２３・夏」をお届けいたします。  

つきましては、誠に恐縮に存じますが、貴地区での回覧を

お願い申し上げます。  

  

記  

 

１ 送付物    ・三木市男女共同参画センター情報誌  

「こらぼーよ  第６５号２０２３・夏」 

 

２ お届けの枚数   各地区の回覧枚数  

 

 

 

【担当課】市民生活部  人権推進課   

男女共同参画センター  

（三木市教育センター内）  

℡：８９－２３３１  



 

 

   

  

 

＊＊＊ 令和 5年度 みきウィメンズすてっぷあっぷ塾オープン講座を開催します！ ＊＊＊ 

講師：前田 良さん  パパは女子高生だった～自分らしく生きること～ 

講師：辻 由起子さん つきあってるならこれって当たり前？～自分も相手も大切にするための講座～ 

講師：上村 茂仁さん 自分の生き方を自分で判断するための性教育 

 

会場：三木市立市民活動センター/0794-82-0564 

時間：いずれも 13:30～15:30 

申込：三木市男女共同参画センター/0794-89-2331 

第 1 回-9 月 3 日（日） 

第 2 回-9 月 23 日（祝） 

第 3 回-10 月 15 日（日） 

 

夏号のテーマは 
みんなが働きやすい職場とは？ 
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「ジェンダーレンズで何が見える？～誰もが生きやすい私たちのまち～」 

男性目線で女性が働きやすい職場を考えてみる 
 

 

ジェンダーギャップ指数 2023 年版が先日発表されました。日本は前回の

116位から順位を落とし146か国のうち 125位でした。労働参加率、同一労

働での賃金格差など、経済分野も123位と低い評価となっています。 

近年の企業経営では、多様な年齢や性別、人種や国籍、キャリアや働き方など

様々な人材を生かす「「ダイバーシティ経営」の考え方が取り入れられています。

多様な個を活かすことが技術革新や新しい価値創造につながるのだとか。 

現在の社会で女性が置かれている状況はどうなのでしょう？男女平等を意識

したジェンダーレンズで私たちの普段の暮らしを見てみると、日常の家事、家庭

での育児や介護などの大部分を女性が担っています。無意識の思い込みで、「家

事は女性の仕事」だと思い込んでいるからでしょうか。 

無意識の思い込みは変えていく必要があります。しかし、長年たくさんの人が

常識だと思っていた意識と役割分担を変えていくには時間がかかります。 

これまでの男性目線で女性が働きやすい職場を作ろうとすると、「「男性は何で

も知っていないといけない」とか「「知らないことは恥ずかしい」という無意識の

思い込みからついつい男性の思い込みのまま物事を進めてしまいがちです。 

一緒に働いている女性の意見に分かったふりをして理解できていなかったり、

そもそも女性に聞くことが恥ずかしかったり。そうして出来上がった仕組みに

は一緒に働いている女性たちの意見はなかなか反映されません。 

女性にとって働きやすい職場にする

にはどうしたらいいのでしょう？まず、

男女を問わず働いている人が、職場でも

家庭でも役割を果たせるように、柔軟な

働き方が出来ることが、働きやすさにつ

ながるのではないでしょうか。その上で、

職場で働いている一人一人の意見や要望

を同じ職場のメンバーで議論できることも、働きやすい職場であり続けるため

に必要なことだと思います。 

女性にとって働きやすい職場をめざすことは、家族の介護など仕事以外の役

割を担っている男性の働きやすさにもつながります。従来の働き方にとらわれ

ず、様々な人が力を発揮できる職場が増え、誰もが働きやすくなることを願いま

す。                           「 「 「 「  

（編集委員「 I） 



 

 

私が 7年勤めた会社を退職したのは、今から 20年前のことです。第一子を

妊娠し、膨らみ始めたお腹が目立ちだした妊娠7カ月ごろでした。結婚したとき

は辞めることを考えていませんでしたが、妊娠し、つわりで出勤するのがしんど

いときに、「あれ？私本当に働き続けられるのかな？」と思いました。 

まず、環境的にも働けるのかを考えてみました。 

・夫は全国転勤族。夫が転勤になったら私はどうしたらいいの？ 

・私も夫も実家が遠く、両親・義両親は頼れない。 

・勤務先の営業時間は 9時から 23時までで、早番や遅番がある。時短勤務が

終わって、子育てしながらこの時間帯で働けるの？ 

・夫も私も土日に仕事があるシフト制の仕事。土日にも子どもを預けられる場所

はあるの？ 

この時点で、「あかんのちゃう？」と思いましたが、もっと「無理じゃない？」と

思ったのが、女性パート社員の会話を聞いてしまったときです。 

「○○さん、産休終わって戻ってくるけど、どこの部署に来るんだろう」 

「残業もできない人に来られたら迷惑だよね」 

と、他の人が話しているのをたまたま耳にし、「こんなに嫌がられるくらいなら辞

めよう」と思いました。 

子育てしながら仕事をしていた女性先輩にも相談してみましたが、「親の協

力がないと無理やろうね」と言われ、「やっぱり辞めよう」と退職することにした

のです。 

 

あれから 20 年たっていますが、私の元職場の環境は、残念ながら特に変わ

っていないようです。 

子育て中は、女性だけではなく男性も突然休んだり早く帰宅したりしなければ

いけないこともあるでしょう。女性は職場に申し訳なく思いながら家に帰り、男

性は家族に申し訳なく思いながら職場に残り、お互い無理して子育てと仕事を

両立させているように感じます。 

みんなで知恵を出し合えば、女性も男性も働きや

すい職場が実現するのではないでしょうか。そのた

めにも、女性も自分が働き続けるためには何が必要

なのかを考え、少し声を上げてみませんか。 

                            (編集委員 O) 

産休を取らずに退職した私 ～次の世代によせて～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＊＊＊＊＊ 今 後 の男 女 共 同 参 画 センター主 催 の講 座  ※ 要 ：事 前 申 込  ＊＊＊＊＊  

テ  ー  マ  講   師  日   時  会  場  

少 子 高 齢 化 時 代 の  
男 女 の 役 割  

小 川  真 知 子 さ ん  
（ NPO 法 人 SEAN 理 事 長 ）  

8 月 22 日（火） 
1 0 : 0 0 ～ 1 1 : 3 0 

自 由 が 丘 公 民 館  

お と な も こ ど も も  
全 力 で 楽 し む ス タ イ ル ♪  

馬 賣  真 人 さ ん  
（ あ そ ぼ っ か 代 表 ）  

９ 月 ９ 日 (土 ) 
10:30～ 12:00  

三 木 市 立 教 育  
セ ン タ ー  

男 性 の た め の  
簡 単 料 理 講 座  

三 木 市 い ず み 会  

①   9 月 15 日 （ 金 ）  
②  10 月 13 日 （ 金 ）  
③  11 月 21 日 （ 火 ）  
各 回 と も 9:30～ 12:00 

三 木 市 総 合 保 健  
福 祉 セ ン タ ー  

 

将来長く働くために必要な事を考える  

編集後記  

就活をしていた頃、 *「くるみんマーク」

と出会いました。学生の側も、就活の軸と

して子育てのしやすさを重視しているの

で、企業の努力がもっと「カタチ」として  

見えれば、仕事と子育ての両立を前向きに

考える若者が増えることと思います。  

        （編集委員 U）  

*「くるみんマーク」は「子育てサポート  

企業」として厚生労働大臣の認定を受けた  

証（マーク）です。  
ホーム ペー ジか らも  

ご覧い ただ けま す  

私 たち が 人 生設 計 を 立て る 時 、自 分 の 体力 や 経 済状 況 に 応じ て 生 き方 を 考

えます。健康・経 済力が何処まで持 続的に安心して維 持出来るのか、生 きて

いくためには 必然 の課題となって き ます。現在、定年 や年金受給 の年齢 もど

んどん引き上げら れ、現役で働く期 間が 延びています 。  

日々、気力・体力の衰えを感じなが ら働くことを考え ると不安になるこ と

も仕方がありませ ん。その中で残さ れた大切な時間の 多く を働くことに 割き

ながら 、人生を充 実させる方法は何 かと考えました。  

まず社会全体の意 識改革が 必要と感 じま す。年齢、性別問わず、これま で

の個々の経験や能 力を 要する 職場の あり方 を前提とし つつ も 、個人の体 力や

体調に合わせて柔 軟な働き方ができ る ような職場環境 が大切 です。  

次に、個人の 気持 ちのあり方 も大事 で、 私にとって職 場は必要とされ て い

る と感じら れる場 所、生きがいを感 じられる場所であ ることが 理想です 。長

く働き続けるため には心の ありかた も 重 要ですね。   （編集委員 T）  

 



（ 公 印 省 略 ） 

三社協第１２２号 

令和５年８月１日 

各 区 長 様 

三木市社会福祉協議会 

会長 植 田 吉 則 

 

 

「令和４年度三木市社会福祉協議会活動報告」回覧の 

ご協力について（ご依頼） 

 

 

 盛夏の候、区長様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申

しあげます。 

平素は、本会事業につきましてご理解、ご協力をいただき厚くお礼申

しあげます。 

さてこのたび、本会の一年間の活動について会員の皆様方にご周知い

ただきたく、社協活動報告を作成いたしました。特に皆様方にご協力い

ただいております社協会費、善意募金、赤い羽根共同募金を活用させて

いただき実施しています地域福祉の取組についてご報告をさせていただ

ければと存じます。 

 つきましては、お手数をおかけいたしますが、貴自治会において回覧

により啓発のご協力をいただきたくお願い申しあげます。 

 

 

【お問合せ先】 

三木市社会福祉協議会 

三木市大塚１－６－４０ 

（三木市総合保健福祉センター２階） 

電話（０７９４）８２－４０４３ 

         担当 近藤 

 

 






